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令和７年度北海道立特別支援教育センター運営懇談会開催要領 

 

                       （令和７年７月29日北海道立特別支援教育センター所長決定）

 

 第１　目的

　　北海道立特別支援教育センター（以下「特別支援教育センター」という。）の行政運

　営上の参考にするため、有識者等の参集を求め、意見聴取及び意見交換等の場として、

　特別支援教育センター運営懇談会（以下「運営懇談会」という。）を開催する。 

 

 第２　議題

 　　運営懇談会の議題は、次のとおりとする。

   （１）運営方針・事業計画等について

 　（２）事業の実施状況について

 　（３）次年度の事業について

 　（４）その他事業の運営に関し、必要な事項

 

 第３　構成

　　運営懇談会は10名以内で構成し、構成員は次の各号に掲げる区分により、所長が選定

 　する。

 　（１）市町村教育委員会教育長　  　　　　　　　　１名以内

 　（２）学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　　４名以内

 　（３）特別支援教育関係学校及び道立高等学校長　　３名以内

 　（４）知事部局の職員　　　　　　　　　　　　　　２名以内

 

 第４　運営

 　（１）運営懇談会は、必要に応じて所長が招集し、主催する。

　（２）運営懇談会には、必要に応じて議事進行役として座長を置くことができることと

 　　　し、所長がこれを指名する。

 

 第５　その他　

 　（１）運営懇談会の事務は、特別支援教育センターにおいて行う。

　（２）この要領に定めるもののほか、運営懇談会の運営に関し必要な事項は、別に定め

 　　　る。

 

 　　　附　則

　この要領は、決定の日から施行する。 
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市町村教委及び教育局と連携した特セン教育相談の活用

・特別支援教育SVとの連携による地域の相談体制に応じた特セン教育相談の活用の周知

・遠隔教育相談による小・中学校との情報共有など、相談後のフォローアップの充実
※地域資源の可視化、地域の特別支援教育体制に応じた支援

教育相談を通して把握した教育支援体制づくりに向けた取組のポイント等の情報発信

・特別支援教育課と連携による「就学事務担当者研修会」や「特別支援教育SV研究協議会」

等での発信、特センの研修会を通した情報発信
※地域で課題となっている特別支援教育の課題の整理（学習障がいのある児童生徒の実態把握、障がい

特性と不登校の関連、個別最適な学びの環境が用意されていない少人数指導など）

・多様な子どもの教育相談に対応できる専門性向上に向けた特セン所員の研修の充実

※ 令和６年10月時点

・特定の集合研修を全道７会場で実施することにより、
一人当たりの旅費や移動に掛かる時間を縮小するとと
もに、定員を拡大し研修効果の最大化を図る。

⇒予算の効率化、学校の負担減

・探求のプロセスを重視した研修内容の提供による
受講者自身の主体的・対話的で深い学びの実現

⇒研修効果の高まりと学び続ける教師の姿の実現

※ 令和６年10月時点
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事業の目的

本道の特別
支援教育に関
する理解啓発
の推進

新たなユーザー層に向けた情報発信

通常の学級の担任 教員養成段階の学生、高校生等 保護者・地域の方々

方策案
・知事部局
・本庁関係課
・教員養成課程のある
大学や高校

Webページ

Ｘ（旧Twitter）

YouTube

Instagram
多媒体を一体
的に活用した
情報発信

【検討】
・対象
・内容・方法
・タイミング
・相互フォロー

〈特センの情報発信における各媒体の特長〉

Webページ 詳細かつ多様な情報を掲載の中核

公式Ｘ 最新情報の端的かつ即時的な発信

YouTube 講義動画、学校説明動画などの発信

Instagram 写真、ショート動画を用いた発信

連携先の新規開拓

※ 令和６年10月時点

事業 主な御意見等

教
育
相
談

○ 近隣の特別支援学校や市町村教育委員会による対応が難しいケースがある中で、巡回教育相談を全14振
興局管内で実施していることは、児童生徒や保護者、地域にとって大変心強いものであることから、今後
も継続してほしい。

研
究
・
研
修

○ 通級指導教室を担当する教員向けの研修の機会を充実させてほしい。
○ 通常の学級に在籍する児童生徒の教育相談が増加していることから、各学校における教育相談や特別支

援教育の考え方を踏まえた指導・支援に関する内容を通常の学級を担当する多くの教員が学べるよう、市

町村教育委員会や校長会などの関係機関・組織と連携するなど、研修の機会の拡充を図ってほしい。
○ 本道の広域性を踏まえた効率的な方法による研修が充実している。地域を問わず、多くの教職員等が計

画的、主体的に日常の業務と並行しながら学ぶことができるよう研修の充実を図ってほしい。
○ 心理検査等のアセスメントについての内容を取り扱っていることは評価している。今後も継続した取組

となるよう検討するとともに、研修において、必要な注意事項等を示した上で心理検査や検査器具を取り
扱うなど、研修内容や方法の充実を図ってほしい。

広
報
啓
発
・

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進

○ 学校や地域における取組の参考にできると考えられることから、特センの遠隔形式で行う研修や教育相
談の取組方法や工夫などについて情報発信してほしい。

※ 令和６年10月時点
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北海道における特別支援教育の振興を図るため、昭和62年に開所した
特別支援教育に関する業務を行う独立専門機関

１ 道民の特別支援教育に関する相談に応ずること

２ 特別支援教育に関する専門的、技術的事項の調査研究を行うこと

３ 教育関係職員の特別支援教育に関する研究の相談に応じ、又は資料の提供等を

行うこと

４ 教育関係職員の特別支援教育に関する研修を行うこと

５ 特別支援教育に関する資料の収集及び保存を行うこと

６ その他特別支援教育の振興を図るために必要な事業

北海道立特別支援教育センター条例 第３条

※ 令和７年４月１日
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※ 令和７年４月１日

※ 令和７年10月時点
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※ 令和７年10月時点
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※ 令和７年11月時点
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※ 令和７年11月時点

※ 令和７年11月時点
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※ 令和７年11月時点

※ 令和７年11月

現時点での方向性 取組のキーワード
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※ 令和７年11月

現時点での方向性 取組のキーワード

※ 令和７年11月時点
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(単位：千円、％）

６年度

予算額 予算額 増減額 増減率

教育相談事業費

①来所教育相談
②巡回教育相談
③電話・メール教育相談
④相談後のフォローアップ

3,677 3,670 ▲ 7 ▲ 0.2 ○学校数減に伴う印刷代の減

研究事業費

①特別支援教育ほっかいどうの発行
　（ＰＤＦ化）
②研究図書の整備
③研究成果の報告

316 316 0 0.0

研修事業費

①特別支援教育の充実、推進を目的
　とした研修講座の実施
・集合研修
  参加旅費の措置あり　２講座
　参加旅費の措置なし　１講座
・ハイフレックス研修
  参加旅費の措置なし　１講座
・遠隔研修　　　　　　６講座

3,867 3,885 18 0.5
○講師謝金の単価上昇による報償費
　の増

運営懇談会費
①運営懇談会の開催
　（運営懇談会構成員10名）

140 140 0 0.0

8,000 8,011 11 0.1

維持管理費

①維持管理費
・光熱水費、空調機器等保守点検、
　清掃、警備の委託等
②設備賃借料
・パソコン賃借料、複写機借上料、
　公用車の借上料等
③会計年度任用職員の任用（１名）

26,899 27,461 562 2.1 ○労務単価の上昇による委託料の増

維持運営費

①会議出席旅費
②維持運営費
・消耗品費、印刷製本費、通信運搬
　費等
③設備整備費
・備品購入費

1,906 1,766 ▲ 140 ▲ 7.3
○大研修室及び中研修室のWi-Fi環
　境整備に伴うモバイルWi-Fiの一
　部解約による通信運搬費の減

28,805 29,227 422 1.5

36,805 37,238 433 1.2

令和７年度北海道立特別支援教育センター予算

【令和７年度予算】

分　類 事業費名 主な事業
７年度

主な増減理由

 　道財政が厳しいため、例年同様に予算の削減が求められているが、予算の削減については、維持運営費の見直し及び研修事業の実施方
法の工夫等により対応し、事業系予算の各事業に支障がないよう、また最大限の効果が得られるよう取り組む。

事業系予算

小　　　計

管理系予算

小　　　計

合　　　計

【令和８年度予算の方向性】

 １４　　．



運営懇談会構成区分 現　　　　　　　職 氏　　　　　　名 備　　　考

市町村教育委員会教育長 滝上町教育委員会教育長 松　本　将　勝

学識経験者
北海道教育大学函館校特任教授
（兼職：北海道教育大学附属特別支援
学校長）

青　山　眞　二

学識経験者 北翔大学教授 瀧　澤　　　聡

学識経験者 北海道札幌視覚支援学校ＰＴＡ会長 岡　崎　友　香 欠席

学識経験者
北海道はまなす食品株式会社
能力開発センター長

水　堀　武　彦

特別支援教育関係学校及び
道立高等学校長

札幌市立元町北小学校長 田　古　　　広

特別支援教育関係学校及び
道立高等学校長

北海道大麻高等学校長 岩　﨑　弘　之

特別支援教育関係学校及び
道立高等学校長

北海道札幌養護学校長 上　村　喜　明

知事部局の職員 北海道立心身障害者総合相談所長 人　見　嘉　哲

知事部局の職員 北海道中央児童相談所長 山　谷　信　夫

令和７年度北海道立特別支援教育センター運営懇談会出席者名簿

（令和７年11月12日）


